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はじめに

❶早川庄八『宣旨試論』の概要

　❷早川庄八『宣旨試論』に対する批判

むすびに

補論　近年の早川宣旨論批判

早川庄八『宣旨試論』の概要を章毎に紹介しながら少し立ち入って検討を加え，その結果に基づいて，主
として早川が論じている宣旨の体系論と奉書論に対して，いくつかの感想めいた批判をおこなってみた。

早川の宣旨論は，9・10 世紀における諸々の宣旨を掘り起こし，その全体を誰から誰に伝えられたかとい
う機能に即して整理をおこない，その体系化を図ろうとしたものである。上宣については，「下外記宣旨」・「下
弁官宣旨」・「下諸司宣旨」に及び，上宣でないものについては，「検非違使の奉ずる宣旨」，「一司内宣旨」，「蔵
人方宣旨」まで視野に入れて，漏れなく説明し尽くしている。ここに漏れているものは，11 世紀以降にあら
われる地方官司における国司庁宣や大府宣，官司以外の家組織ともいうべき機関における院宣・令旨・教
旨・長者宣などであり，9・10 世紀を守備範囲とする『宣旨試論』にこれらを欠く非を咎めだてをすること
はできない。強いて早川の宣旨体系論の綻びの糸を探し出そうとするならば，唯一天皇の勅宣を職事が奉じ
て書く口宣と呼ばれる宣旨について論及していない点である。それほどに，早川の宣旨論は完璧に近い。

つぎに早川は，宣旨とその施行文書との関係を論じ，奈良時代に遡って宣旨を受けて奉宣・承宣する施行
文書に奉書・御教書の機能を発見する。そのうえで，従来の古文書学が，宣旨や奉書・御教書を公家様文書
として平安時代に誕生したと説く点を厳しく批判する。早川が説くように宣旨の起源も，奉書・御教書の機
能をもつ文書の起源も，8 世紀に遡るという指摘は傾聴に値する。しかし，宣旨を施行する公式様文書が全
て奉書・御教書の機能をもつという点には疑問がある。上宣を受けて出される官宣旨は奉書としての機能を
もつとしても，上宣を受けて出される官符は差出所である太政官に上卿自身が含まれているわけであるか
ら，奉書的な機能はないというべきである。また，従来の古文書学で奉書・御教書が平安時代に多く用いら
れる意義を強調するのは，奉書的機能に関わって論じられているのではなく，奉書・御教書が書札様文書・
私文書であることに意義を見出して論じられているのである。したがって，早川の批判にも拘わらず，従来
の古文書学における公家様文書という分類はなお有効性をもっている。もちろん，これによっても，早川の
宣旨論は，古代古文書学におけてその重要性がいささかも色褪せるものではない。
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［論文要旨］

古代文書様式の中世への展開①
早川庄八『宣旨試論』の検討

The Development of Document Style from Ancient Ages into Medieval ① ： 
Examination of Preliminary Essays on “Senji” by Hayakawa Syohachi
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